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令和５年３月 13日以降の林業経営体及び木材産業事業者における業種別ガイド
ラインの取扱いについて（令和５年３月７日） 

 
新型コロナウイルス感染症への対応として、従業員等の健康保護を図るとともに、十分な

感染防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえて、業務を継続させるため、当協会から令和
４年 11 月 29 日付けで林業経営体、木材関連事業者にかかる業種別ガイドラインの改訂を
お知らせし、これに準じて対応いただくようお願いしたところです。 
今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部（令和５年２月 10 日）において、「マス

ク着用の考え方の見直し等について」が決定、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針が変更され、３月 13日よりマスク着用の考え方の見直しが適用されることとなりまし
た。 
 
参考：新型コロナウイルス感染症対策本部「マスク着用の考え方の見直し等について」（令
和５年２月 10 日） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050210.pdf  
 
その見直しに基づき、林業経営体、木材産業事業者における業種別ガイドラインの取扱い

を下記の通り変更いたしました。林業経営体（森林組合、素材生産者等）、木材関連事業者
（木材製造業者、木材卸売業者、木材市場業者等）、その他森林に関連する事業者におかれ
ましては、本取扱いに準じて対応していただくよう、貴団体傘下会員の皆さまに周知願いま
す。 
  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050210.pdf


 
 
 
記 

 
１ 令和５年３月 13 日より、マスクの着用について 
・原則として、着用は「個人の判断」に委ねること 
・但し、感染対策上又は事業上の理由等により、事業者の判断でマスク着用を求めてもよ
いこと 

 
２ 「マスクの着用の考え方の適用後」の基本的な感染対策について 
・引き続き「三つの密の回避」、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」
等の基本的な感染対策へのご協力をお願いすること 

 
３ 令和５年５月８日より、業種別ガイドラインの廃止（予定） 
・法律による位置づけが５類に変更された際、「業種別ガイドライン」は廃止予定 
・廃止後、基本的には各事業者における自主的な感染対策へ移行すること 

 （※ 政府は自主的な感染対策について必要となる情報提供を行う等の支援を引続き行
うこと） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

以上 
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